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１ 基本的な考え方 
 

（１）人口密度維持の考え方 

持続可能な都市づくりを推進するためには、人が住み、施設が立地し、まちを形成していく

という好循環を持続していく必要があります。そのためには、下記に示す目安のように医療・

福祉・商業・子育て支援などの生活サービス機能の維持に向けた一定の人口確保が必要となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

本市におけるこれらの施設分布と周辺人口分布状況を把握し、各種区域の検討に反映すると

ともに、区域設定を検討する上で、市街地全体としての人口密度の目安を検討する必要があり

ます。 

本市の市街化区域の人口密度は、平成 27 年の国勢調査では 36.46 人/ha ですが、工業地

域及び工業専用地域を除いた市街化区域では、40.30 人/ha となっています。 

現状においては、都市計画運用指針において示されている「住宅用地の人口密度として（中

略）１ha 当たり 40 人を下回らないこととすべきである」という基準を若干上回っている状況

ですが、今後の人口減少によっては、その値を下回る可能性もあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 第 5 章 

※工業地域・工業専用地域を除いた人口密度（メッシュ人口にて集計） 

資料：国土交通省資料 

資料：国勢調査（Ｈ27）及び都市計画基礎調査（Ｈ29） 

■区域別の人口密度 単位：人/ha 

市街化
区域

工業・工専地域を
除く市街化区域

市街化
調整区域

2015年
（平成27年）

3.94 11.99 14.50 36.46 40.30※ 4.65 3.46 0.92

都市計画
区域外

年次 津市 都市計画
区域

線引き都市
計画区域

非線引き都
市計画区域
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そのため、本市において人口密度を維持していく区域として「居住誘導区域」を設定し、区

域内の将来的な人口密度の目標値を設定します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■市街化区域・DID 地区における人口密度の推移 

 
（２）居住誘導区域の考え方 

人口減少・少子高齢化が進展する中においても、一定の生活サービスが提供可能な施設確保

が重要であるとともに、地域コミュニティが持続的に確保されることが重要となります。その

ためには、人口密度を維持するための居住の誘導が必要となります。 

本市における居住誘導区域は、生活サービスやコミュニティが持続的に確保され、住民が安

全・安心に居住できるとともに、公共交通にアクセスしやすい地域に設定することとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）居住誘導区域検討の概要 
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資料：国勢調査（Ｈ27）及び都市計画基礎調査（Ｈ24・Ｈ29） 
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２ 居住誘導区域の方針 
 
居住誘導区域は、人口減少下においても人口密度を維持することで、生活サービス機能の維

持を図る区域であるため、用途地域として居住を誘導しない工業系用途地域は基本的に区域に

含まないこととします。また、安心して暮らせる安全な市街地へ居住を誘導していくことが望

ましいことから、災害リスクを有する地域については、災害リスクの情報提供の場として届出

行為を活用することを念頭に、居住誘導区域に含めないこととするとともに、災害の危険性を

踏まえ必要な対策を講じる区域とします。 

さらに、当該区域については現況の人口密度を踏まえ、将来において維持していくべき人口

密度を設定します。 

   

居住誘導区域設定の基本的条件 

 ➣市街化区域内 

 ➣人口が集積していない工業系の用途地域は含めない 

 ➣津波浸水想定区域、土砂災害警戒区域などは、「三重県地震・津波被害の低減に向けた都市

計画指針」に基づき検討 

 ➣境界については、道路や地形地物、用途地域界など明確なものとする  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区域設定の基本的条件 

 ➣市街化区域内 

 ➣人口が集積していない住居系以外の用途地域を除外 

 ➣土地区画整理事業施行区域、社会交事業等の区域、地区計画指定区域は極力除外しない 

 ➣拠点周辺の徒歩・自転車圏及び公共交通機関の駅やバス停等の利用圏域など、拠点への

アクセスの容易性に配慮 

 ➣津波浸水区域、土砂災害警戒区域等は許容及び除外の有無を検討 

 ※浸水区域許容の検討ケースは、関係機関等との協議を踏まえながら今後検討） 

 ➣洪水ハザードマップ（洪水浸水深 2ｍ以上）の区域は除外の有無を今後検討 

  

区域設定の基本的条件 

 ➣市街化区域内 

 ➣人口が集積していない住居系以外の用途地域を除外 

 ➣土地区画整理事業施行区域、社会交事業等の区域、地区計画指定区域は極力除外しない 

 ➣拠点周辺の徒歩・自転車圏及び公共交通機関の駅やバス停等の利用圏域など、拠点への

アクセスの容易性に配慮 

 ➣津波浸水区域、土砂災害警戒区域等は許容及び除外の有無を検討 

 ※浸水区域許容の検討ケースは、関係機関等との協議を踏まえながら今後検討） 

 ➣洪水ハザードマップ（洪水浸水深 2ｍ以上）の区域は除外の有無を今後検討 

採用検討ケース 

資料：三重県地震･津波被害の低減に向けた都市計画指針 
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３ 居住誘導区域の設定 
 
居住誘導区域は、以下のステップで具体的な区域設定を検討します。 

なお、具体的な検討に当たっては、国の方針（※）を踏まえ、一定の基準に基づいて設定す

るとともに、人口の分布状況などの地域の実情に配慮し、区域の検討を行います。 

 

※居住誘導区域に含まない又は留意すべき区域（都市計画運用指針等） 

・市街化調整区域  

・農用地区域  

・災害リスクの高い区域（土砂災害特別警戒区域、津波浸水想定等） 

・工業系用途地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ１ 

市街化区域内 

・居住誘導区域は市街化区域内を基本に設定 

ステップ２ 

居住の誘導に適さない用途地域等の整理 

・工業系用途地域（工業専用地域、工業地域、準工業地域）や一団の施設用地などについては、

それぞれの土地利用状況をかんがみ、居住の誘導に適さない区域を以下の個別方針を基に設定 

【個別方針】 

 ①工業専用地域：居住誘導区域に含めない 

 ②工業地域  ：居住誘導区域に含めない（周囲 3/4 以上が住居系及び商業系用途地域の場合

は除く） 

③準工業地域 ：サイエンスシティや、相川より南側でＪＲ紀勢本線より東側の準工業地域（一

部近隣商業地域を含む）では、土地利用の大半が産業系であることから、居

住誘導区域に含めない 

その他の準工業地域については多様な土地利用が図られていることから一団

の未利用地以外は居住誘導区域に含める 

④その他地域 ：一団の施設用地や飛び地で形成された住宅地などは、居住誘導区域に含めな

い 
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【ステップ２】における区域検討図 
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ステップ３ 

災害リスクの高い区域の整理 

・急傾斜地崩壊危険区域は、市街化区域内に３箇所存在するが、安全対策が実施済みであること

から区域に含める 

・土砂災害特別警戒区域は、居住誘導区域に含めない 

・津波浸水想定区域は、過去最大クラスの浸水想定範囲を基準とした上で、「地震・津波被害の低

減に向けた都市計画指針（三重県）」の木造建築物における検討方針に基づき、浸水深２ｍ以上
※となる区域については、居住誘導区域に含めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （詳細な区域の設定） 

・津波の浸水深２ｍ以上となる浸水想定区域を対象とし、近接する道路や鉄道などの地形地物

を西端の区域境界として設定し、そこから海側（河川が近辺にある場合は河川についても配

慮）は居住誘導区域に含めないこととする。ただし、以下の場合は浸水想定区域の対象とし

ない。 

①現況が水路や水面であることによる浸水想定区域 

②浸水深が２ｍを超える区域のうち一団で 1,000 ㎡未満の箇所 

③浸水深が２ｍを超える区域で 1,000 ㎡以上の箇所であっても、周囲（おおむね 100ｍ）に

同規模の浸水想定区域がない場合 

 

・その他、津波災害特別警戒区域については、新たな指定状況に注視し、指定区域に応じて居住

誘導区域をおおむね５年ごとに見直す 

 

※土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域が新たに指定された場合

は居住誘導区域に含めないものとする 

※ 

資料：三重県地震･津波被害の低減に向けた都市計画指針 
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【ステップ３】における区域検討図 
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上記、ステップで設定した居住誘導区域を次頁に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証 

交通利便性充足区域での検証 
○一定のサービス水準（１日当たり片道 30 本以上）が 

確保された範囲と居住誘導検討区域との整合性の検証 

ステップ４ 

境界の具体化 

・道路や地形地物、用途地域界など明確なものとする 

 

居住誘導区域の設定 

ステップ１～４の検討結果を総合的に精査し、居住誘導区域を設定 

なお、本計画における居住誘導区域の位置付けは、人口減少が進む中においても生活サービス

機能の維持に資する人口密度維持に向けた居住の誘導を目的とするため、居住誘導区域を『居

住促進エリア（人口密度を維持していく区域）』、市街化区域内のその他地域を『一般市街地エ

リア（通常の市街化区域）』と設定 
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都市機能誘導区域及び居住誘導区域【全体図】 
 

※上図は令和3年7月時点の土砂災害特別警戒区域除外後 


